
｢おしょうゆ｣の製造工程の中で出る廃棄物や副産物がどのように再利用されて

いるのか、そのすべてがわかるミュージアムを見学しながら、改めて｢おしょうゆ｣

の魅力について考えてみませんか。

日時 令和 6年 2月 2日（金） 出発時間：午前 8時 帰着予定時間：午後 5時

集合場所 友部公民館 裏側 駐車場(笠間市中央 3-3-6)

研修先 キッコーマンもの知りしょうゆ館、ふなばしアンデルセン公園

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選)

参加費 2,500 円(昼食代、見学料等)

申込方法 いばらき電子申請・届出サービス(右上の二次元コード)または電話でお申し込みく

ださい。詳細は、申込後に通知します。

申込期限 令和 6年 1月 18 日（木）

※入館時にはマスク着用となりますので、ご持参ください。

⑳ 「ごみを考える会」視察研修 問・申 資源循環課(内線 129)

令和 5年度｢かさま消費者大学｣では、健康増進や食の安全安心、相続、お金のはなし、消費

者被害、終活などについて、幅広く学ぶ講座を行います。

現在 42 名の消費生活マイスターが地域の見守り役として活動しています。お住まいの地域な

どで｢消費生活マイスター｣として活躍してみませんか。

※消費生活マイスターへの登録は、4回の講座すべての受講が必須です。

場所 地域交流センターともべ「トモア」会議室(笠間市友部駅前 1-10）

講師 水戸地方法務局・茨城県警察・行政書士・地域包括支援センター・消費生活相談員他

対象 市内在住または在勤の方(消費生活マイスターの登録は市内在住で 18歳以上の方)

定員 50 名

参加費 無料

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

申込期限 令和 6年 1月 20 日（土) ※定員になりしだい締め切ります。

㉑ かさま消費者大学～消費生活マイスター養成講座～
問・申 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ「トモア」内）℡ 0296-77-1313

月～土曜日 午前9時～4時(日曜、第2・第4火曜は休館日）

回 日時(令和 6年) 内容

1 2月 3日（土)

午後1時30分

～3時 30 分

・最近の消費者被害の傾向と対策 ・寸劇「消費生活被害」

・終活「エンディングノート」の書き方

2 2月 15日（木)
・相続登記の申請義務化と登録手続きについて

・遺産相続の流れについて

3 2月 29日（木)
・くらしの中の食品表示について

・サイバー犯罪の現状と被害防止対策

4 3月 4日（月)
・後期高齢者医療制度とは

・消費者トラブルの予防と解決を考える
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「かさめ～る」では広報紙など市の情報を

配信しています。ぜひご登録ください。


